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医薬品を運搬する緊急車両への給油制限の撤廃について

現在 、被 災地 においては、医療機 関等に おいて、医薬 品が必須の もの と して、緊急に

確保す る ことが必要 とな って いる一方、医薬品 を配送する車両が、 ガソ リン ・軽 油が十

分 に得 られ ず、医薬品 を必要 と している医療 機関に配送 で きな いと業界か らは聞いてい

る ところである。

このため 、 このたび、経済産 業省及 び全 国石油商 業組合連 合会 ・石油連盟 との協議 の

結 果、

① 警察か ら緊急車両の標章 を受けている車両 であって 、

② この事務連絡 を給油所で提示 し、かつ 、社員証や積載荷物 な どによ り、 医薬品の

運 搬 を行 う車両 である ことが確認 された場合(カ ラ荷で帰 る場 合 も含む 。)に は 、

給 油量 の制限 を受 けな いこととな りま したの で、御 了知 いただ きた い。

なお、 この事務連絡は、経済 産業省及び全国石油商業組 合連合会 ・石油連盟 と協議済

み である。,
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